
  

 

 

 

 

 

感染症の感染防止に取り組んだ３年余からの移行 
ここ３年余り世界中の人々の動きを止めた新型コロナウィルスは、「感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律」における５類感染症に移行されました。この間、様々な制約の

中で、その場所ごとの感染対策を講じてきました。学校においては、子どもたち、保護者の皆様

に、不快や疑念の思いを生じる対策を長期間続けてまいりましたが、多大なご支援とご協力、何

より日々の教育活動へのご理解をいただいてまいりました。本当にありがとうございました。 

８日付で文部科学省より、「学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル（2023.5.8）」が通知されましたので、以下にて、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自宅を訪問させていただいております 
月曜日より「家庭訪問」をさせていただいております。保護者の皆様におかれましたは、わず

か１０～１５分の時間のために、お仕事や諸用件の時間をいただいたことに感謝いたします。学

校職員も訪問ルートを調べ、お話しする内容を整理するなどして準備を進めてきました。新しく

赴任した担任も数多く、一生懸命にご自宅に向かっておりますが、遅れ等があったこともあるか

と思います。どうかお許しください。その他、何かございましたら学校までご連絡いただくとあ

りがたいです。また、家庭訪問期間は、子どもたちの下校が１３時３０分頃になっていますので

ご家庭での対応についてよろしくお願いいたします。いろいろとご迷惑をおかけしております。 

 

「新１年生歓迎集会と歓迎遠足」 

４月２８日に「新１年生歓迎集会」を開きました。２年生から６年生までが、学年ごとに若菜小

学校の１日や１年について、学習や行事のことを歌、よびかけ、演劇で楽しく、わかりやすく１年

生に伝えてくれました。また、１年生からは、大きな声でのお礼の言葉とお礼の歌がありました。

発表するときの姿勢や呼びかけの声の合わせ方など、入学して３週間ほどとは思えないような「団

結」を感じました。コロナ禍の３年余り、集会ができない期間が続きましたが、最高の全校での集

会となりました。様々な場面で１年生のお世話をし、当日も、先生たちの紹介を紹介コメントと振

り付けを駆使して披露してくれた６年生の子どもたち、短期間で計画、進行をしてくれた企画・運

営委員会の子どもたち、そして、発表内容を子どもたちと一緒に考え、発表に導いてくださった先

生方が、今回の盛大な集会の演出を支えてくれたことにも感謝したいと思いました。 

 

５月の行事について 

８日（月） 家庭訪問（１２日まで）下校１３：３０ 親子ふれあい週間（１７日まで） 

 ９日（火） 聴力検査（５年） 尿検査二次 体力テスト期間開始（１２日まで） 

１０日（水） 聴力検査（３年） 尿検査二次  

１１日（木） 聴力検査（１年）  友だちアンケート実施 

１２日（金） 家庭訪問期間終了 体力テスト期間終了 

１６日（火） 耳鼻科検診（１・２・３年） ※ 親子ふれあい週間の終了は、１４日まで 

１７日（水） 代表委員会 親子ふれあい週間・提出日 

１９日（金） 離任式（２年生以上） 「学校安全の日」 

２２日（月） 内科検診（３・４年） 「若菜チャレンジ」スタート 

２３日（火） 内科検診（２・５年）  

２５日（木） 内科検診（１・６年） 友だちアンケート実施 

授業参観～学級懇談会～ＰＴＡ総会 ありがとうございました 
５月２日は、連休の合間に関わらず、たくさんの保護者の皆様に来校いただき、子どもたちの授

業の様子をご覧いただいたり、今年度の学級、学校ＰＴＡとしての方向性をお聞きいただいたりと、

慌ただしい時間を過ごしていただきました。本当にありがとうございました。今後も、本校の教育

活動へのご理解とご協力をお願いいたします。 

（授業参観者総数 ３０１名 学級懇談会参加者総数 ９９名 PTA総会参加者総数 ４９名  於：全１６学級） 

『わかるまでがんばる からだとこころを鍛える なかよく助け合う若菜っ子の育成』 

令和５年５月１０日 

通信 第２号 

校長 伊東 計太郎 

（問い合わせ） 

TEL : 22-0581 

若菜っ子 

前段として、通常の風邪や季節性インフルエンザの対策と同様に、衛生管理の視点から、

手洗いやうがい、教室の換気については、今後も家庭や学校の両方で子どもたちに指導して

いきたいと思います。併せて、体の抵抗力を高めるための「十分な睡眠」「適度な運動」「バ

ランスのとれた食事」等についても教科、特別活動の中で指導していきます。これらのこと

は、ずっと以前から予防としての効果が期待されることであります。 

また、ご家庭では、いつものように、熱がないか、咳がひどくないか、のどを痛がってい

ないかなど、毎日（朝）のお子さんの健康状態の把握をお願いします。 

発熱や強い喉の痛み、咳が頻繁に出るなど、普段と異なる症状がお子さんにある場合は、

無理をされずに休養することも大切です。 

 

― 以下 ―（４月１８日の学校からのたより「新学期以降の学校におけるマスク着用等の考え方について」参照） 

 

〇 学校の教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とし、個人、ご家庭

の判断となります。マスクを着用する、しないに対して、学校や教職員がマスクの着脱

を求めることもありません。 

 〇 家庭と連携し、児童生徒の健康状態を把握することは重要であるが、体温を毎日チェ 

ックし、学校に提出するといった取組は不要となります。 

 〇 児童生徒の感染が判明した場合は、季節性インフルエンザと同様※に、当該児童生徒 

に出席停止の措置を講じます。（※ インフルエンザは、発症日を０日カウントで翌日よ 

り、５日間の出席停止） 

出席停止に関しては、医療機関が法律の規定に基づいて措置を明らかにします。 

〇 新型コロナウィルス感染症に感染した場合は、医療機関より、５日間の出席停止と、 

その後の１日（２４時間）の経過観察等を伝えられた場合は、学校で出席停止の対応を 

しますので、ご連絡願います。 

（※ 学校や学校職員が医療機関での検査や検査キットでの検査を求めることはありませ 

ん。病院での受診や検査は、あくまでのご家庭や個人の判断となります。） 

 


